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要であり、売り手を確保した米生産が重要となります。

　すべての方が提出する必要があります。
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令和８年産米の 「生産の目安」 を決定しました

　生産者が理想とする米価格を維持するためには、自主的な需要に応じた生産が必

　能代市農業再生協議会では、秋田県農業再生協議会で決定した生産の目安をもと
に、能代市の「生産の目安」を下記のとおり決定しました。

増　減

記入内容と実際の作付けが異なると、経営所得安定対策等の交付金が受けられ
ない場合があります。

　交付対象作物の作付がない場合や水稲のみ作付、保全管理のみ等も含め、

　　　　　農業振興課農業水産係、二ツ井地域局環境産業課）

　※ 必ず認定方針作成者と相談のうえ、作付計画を立ててください。
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農家への「生産の目安」

４０．０７ ％ ４１．６９ ％

営農計画書について

営農計画書（実施計画書等）は、記入例に基づいて正確に記入してください。

に沿った水稲作付にご協力ください。

売り先のない米の過剰生産は米価の下落につながりますので、「生産の目安」

※営農計画書は、作付状況を把握するための重要な書類です。

☆農業関連情報

メルマガ「のうメル」

に登録を！



１．水田活用の直接支払交付金

　① 戦略作物助成　〔対象作物を生産する販売農家〕 （単位：円／10a）

 

　② 産地交付金

【地域振興作物に対する助成】

　※取組要件についてご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。

２．畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）

　　　　　　　　※品質（等級）に応じて単価が増減します。

　　　　　　　　※令和８年度から単価が変更になります。

　　　　　　　　交付単価：大豆 20,000円／10a、そば 13,000円／10a

　能代市農業再生協議会で策定する「水田収益力強化ビジョン」に基づき、対象作物

　（地域振興作物）を生産する販売農家に対し助成します。

　令和８年度については、今後の市農業再生協議会で決定次第お知らせします。　　　

 【問合せ先】
　 　農業振興課　 農業水産係　TEL ８９－２１８３
　 　二ツ井地域局 環境産業課　TEL ７３－４５００

　してください。

 までに、農業委員会事務局　　農地を貸し借りする場合は、 令和８年３月３１日(火)

　農業委員会を通さない農地の貸し借り（相対）は、経営所得安定対策の交付対象になりま
　　農地の貸し借りは、原則、農業委員会を通して行ってください。

　せんのでご注意ください。

　（TEL：８９－２９３５）又は二ツ井地域局環境産業課（TEL：７３－４５１５）にて申請
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　対象者：出荷契約に基づいて対象作物を生産する認定農業者、認定新規就農者

　① 数量払 ･･･ 大豆、そば等の販売数量に応じて交付。
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　② 面積払 ･･･ 数量払の先払いとして、当年産の作付面積に応じて交付。

令和８年度経営所得安定対策の概要

交付要件

　　　　　　　　※交付単価が免税事業所向け単価と課税事業所向け単価に分かれて

　　　　　　　　　います。

 播種を行う場合

 多年性牧草で、収穫のみを行う場合

 収量に応じて決定



　https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/85683

 【問合せ先】
　 　農業委員会事務局　　　　 TEL ８９－２９３５
　 　二ツ井地域局 環境産業課  TEL ７３－４５１５

 秋田県では令和７年５月２６日から秋田県全域で盛土規制法の運用が開始されま
した。
 農地の転用を行う際、一定の基準を超える工事については盛土規制法の手続きが
必要となります。該当する場合は「許可書の写し」もしくは「受理された申請書

 詳しくは秋田県のホームページをご覧ください。
の写し」等を提出して頂くことになります。

農地における盛土規制法についてのお知らせ

野菜の摂取量

３５０ｇを

意識しよう！



　～農業技術センターからのお願い～

　農業技術センターでは、畑作物向けに土壌診断（無料）を実施しています。
　わかるようで、わからない「土づくり」の基本は、現状を正しく知ることが第一
歩です。有機質や成分投入についての必要量の見極めは、ほ場単位（ときに１枚の
ほ場内でも）で異なります。現状を把握したうえで補正の方向が噛み合えば、理想
の土づくりと経費節減が両立できます。
　例年、雪消え前後は分析の依頼が混み合う季節です。春作業へ支障が及ばないよ
う、早めの申し込みを行ってください。

　　 　　　

　　　　　　　　

☆受け付け時、試料（土）とほ場（地図情報）を紐づけます。

　　→　試料ごとにほ場の区別がつく状態で持ち込んでください。
　　　　ほ場ごとの定植予定時期など経営の内情をよく知る方がご来所ください。

☆試料（土）は、１枚のほ場から５点（それぞれどんぶり１杯分程度）を持ち
　込んでください。

　　→　採取する箇所は、四隅（過度な畦畔寄りは不可）＋中央の５か所を基本と
　　　　してください。

☆水分が多い場合は、ある程度乾かしてから持参してください。

　　→　水分が多すぎると分析作業に時間がかかります。

☆試料の入れ物は、ナイロン袋（汚れのないもの）を基本としてください。

　　→　破れやすい袋は散乱の原因となり、拾い集める際に他の物質が混入する恐
　　　　れがあります。
　　　　肥料袋は、分析結果に影響が出る恐れがあるため、使用しないでください。
　　　　

【問合せ先】
　　能代市農業技術センター　TEL ５２－２２４７

土壌分析の積極的活用について

分析依頼時の留意点（お願い）

依頼が混み合うと診断結果が出るまでに１カ月程度を要する場合があります。

件数が多い場合は、定植予定時期によって優先度を設ける場合があります。


